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議案

番号 件　　　　　名 主　管　課

1
平成２９年度山口県一般会計予算についての意見の申出について（報
告承認）

教 育 政 策 課

2
平成２８年度山口県一般会計補正予算（第４号）についての意見の申
出について（報告承認）

教 育 政 策 課

3
知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定につい
ての意見の申出について（報告承認）

教 育 政 策 課

4
知事等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
の意見の申出について（報告承認）

教 育 政 策 課

5
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部を改正する条例
の制定についての意見の申出について（報告承認）

教 育 政 策 課

6
職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例の制定につ
いての意見の申出について（報告承認）

教 育 政 策 課

7 山口県教育委員会表彰規則による表彰について（報告承認） 教 育 政 策 課

8
山口県学校職員定数条例の一部を改正する条例の制定についての意見
の申出について(報告承認)

教 職 員 課

9 山口県文化財保護審議会に対する諮問について 社会教育・文化財課
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議 案 第 １ 号 

 

 

 

      平成２９年度山口県一般会計予算についての意見の  

申出について（報告承認）  

 

 

 このことについて、別紙のとおり知事に意見を申し出たので、報告して承認

を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２９年（2017 年）２月２３日 

 

 

山口県教育委員会  

教育長  浅原  司  
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■歳出予算 教育委員会

（単位：千円）

国支出金 地方債 その他 一般財源

款）教育費 133,990,675 23,357,301 8,015,000 4,677,174 97,941,200

　項）教育総務費 21,184,531 2,736,640 5,273,000 936,882 12,238,009

　　目）教育委員会費 7,006 7,006

　　事項）教育委員会運営費 7,006 7,006

　　目）教育総務費 5,494,540 2,545,038 848,845 2,100,657

　　事項）職員給与費 2,659,716 816,913 1,842,803

　　事項）教育庁運営費 67,102 2,427 2,800 61,875

　　事項）文教施策普及費 421 421

　　事項）文教施設整備指導費 3,105 3,100 5

　　事項）奨学法人助成費 18,333 648 28,703 △ 11,018

　　事項）県立高校生等奨学事業費 277,134 92,378 184,756

　　事項）県立高校等就学支援事業費 2,446,604 2,446,485 119

　　事項）義務教育課運営費 22,125 305 21,820

　　目)教職員及び学校管理費 14,657,808 14,405 5,273,000 73,807 9,296,596

　　事項）教職員福利厚生費 8,794 8,794

　　事項）教職員健康管理費 80,830 5 80,825

　　事項）教職員住宅管理費 5,182 35,721 △ 30,539

　　事項）共済組合事務費交付金 89,268 89,268

　　事項）学校管理費 24,504 14,405 25,096 △ 14,997

　　事項）教職員人事給与管理費 13,951 12,129 1,822

平成２９年度山口県一般会計予算

款・項・目・事項名 当初予算額
当初予算額の財源内訳
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（単位：千円）

国支出金 地方債 その他 一般財源
款・項・目・事項名 当初予算額

当初予算額の財源内訳

　　事項）教職員退職手当給付費 13,820,117 5,273,000 8,547,117

　　事項）災害補償費 81,727 856 80,871

　　事項）児童手当給付費 533,435 533,435

　　目)教育指導費 731,091 149,591 12,759 568,741

　　事項）学校指導管理費 4,681 1,000 10 3,671

　　事項）教科指導充実費 531 531

　　事項）教育内容研究推進費 135,705 18,200 612 116,893

　　事項）幼児教育充実費 2,400 2,100 300

　　事項）児童生徒健全育成費 471,903 128,291 8,792 334,820

　　事項）教職員資質向上対策費 3,416 3,345 71

　　事項）情報教育推進費 112,455 112,455

　　目)教育振興費 58,601 27,606 30,995

　　事項）特別支援教育振興費 57,821 27,606 30,215

　　事項）定時制通信教育教科書等給与費 460 460

　　事項）産業教育振興費 320 320

　　目)教育研修所費 148,641 1,471 147,170

　　事項）教育研修所管理運営費 87,048 526 86,522

　　事項）教職員等研修費 27,541 901 26,640

　　事項）新規採用教員等研修事業費 21,969 21,969

　　事項）教育調査研究費 606 606

　　事項）教育相談実施費 11,477 44 11,433
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（単位：千円）

国支出金 地方債 その他 一般財源
款・項・目・事項名 当初予算額

当初予算額の財源内訳

　　目)恩給及び退職年金費 86,844 86,844

　　事項）恩給及び退職年金 86,844 86,844

　項）小学校費 42,257,779 11,374,487 1,274 30,882,018

　　目）教職員費 42,257,779 11,374,487 1,274 30,882,018

　　事項）教職員給与費 41,883,402 11,315,455 1,264 30,566,683

　　事項）非常勤職員給与費 257,506 59,032 10 198,464

　　事項）教職員旅費 116,871 116,871

　項）中学校費 27,117,370 7,178,037 4,289 19,935,044

　　目）教職員費 27,117,370 7,178,037 4,289 19,935,044

　　事項）教職員給与費 26,688,667 7,099,757 4,286 19,584,624

　　事項）非常勤職員給与費 284,663 78,280 3 206,380

　　事項）教職員旅費 144,040 144,040

　項）高等学校費 27,478,492 297,924 1,638,000 3,014,084 22,528,484

　　目）高等学校総務費 23,063,130 280 2,843,444 20,219,406

　　事項）教職員給与費 22,149,464 280 2,843,004 19,306,180

　　事項）非常勤職員給与費 769,695 440 769,255

　　事項）教職員旅費 143,971 143,971

　　目）全日制高等学校管理費 1,810,147 6,963 170,596 1,632,588

　　事項）財産管理費 334,580 334,580

　　事項）産業教育設備費 137,200 137,200

　　事項）理科数学教育設備費 8,340 4,170 4,170
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（単位：千円）

国支出金 地方債 その他 一般財源
款・項・目・事項名 当初予算額

当初予算額の財源内訳

　　事項）一般管理費 990,267 2,793 78,466 909,008

　　事項）実験実習費 339,760 92,130 247,630

　　目）定時制高等学校管理費 28,641 44 28,597

　　事項）一般管理費 28,641 44 28,597

　　目）実習船運営費 104,320 104,320

　　事項）実習船運営費 104,320 104,320

　　目）学校建設費 2,469,167 290,681 1,638,000 540,486

　　事項）校舎改築費 1,525,093 80,000 1,141,000 304,093

　　事項）大規模改造事業費 415,623 262,000 153,623

　　事項）施設改造費 259,801 210,681 49,120

　　事項）土地購入整備費 268,650 235,000 33,650

　　目）通信教育費 3,087 3,087

　　事項）一般管理費 3,087 3,087

　項）特別支援学校費 13,857,073 1,681,297 1,104,000 419,473 10,652,303

　　目）特別支援学校費 13,857,073 1,681,297 1,104,000 419,473 10,652,303

　　事項）財産管理費 88,144 88,144

　　事項）施設整備費 1,426,395 38,594 1,104,000 283,801

　　事項）一般管理費 213,355 1,135 212,220

　　事項）実験実習費 20,300 4,006 16,294

　　事項）教材費 66,271 66,271

　　事項）設備充実費 13,983 13,983
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（単位：千円）

国支出金 地方債 その他 一般財源
款・項・目・事項名 当初予算額

当初予算額の財源内訳

　　事項）教職員給与費 10,610,483 1,373,586 5,819 9,231,078

　　事項）非常勤職員給与費 289,727 83 289,644

　　事項）教職員旅費 33,161 33,161

　　事項）就学奨励費 537,374 269,117 268,257

　　事項）通学対策費 557,880 408,430 149,450

　項）社会教育費 1,537,022 55,247 142,125 1,339,650

　　目）社会教育総務費 953,260 46,695 117,034 789,531

　　事項）職員給与費 804,783 7,840 96,190 700,753

　　事項）社会教育運営費 1,539 1 1,538

　　事項）生涯学習活動推進費 38,244 38,244

　　事項）成人教育振興費 1,039 1,039

　　事項）青少年教育振興費 75,023 36,855 38,168

　　事項）県民運動推進費 117 117

　　事項）人権教育管理運営費 4,080 4,080

　　事項）人権教育調査研究費 1,486 1,486

　　事項）学校人権教育推進費 4,670 2,000 2,670

　　事項）社会人権教育推進費 3,554 3,554

　　事項）高等学校等進学奨励費 18,725 20,843 △ 2,118

　　目）文化財保護費 93,120 5,510 2,522 85,088

　　事項）文化財保護対策費 11,461 1,600 727 9,134

　　事項）埋蔵文化財対策費 42,365 2,272 1,795 38,298
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（単位：千円）

国支出金 地方債 その他 一般財源
款・項・目・事項名 当初予算額

当初予算額の財源内訳

　　事項）指定文化財保存事業費補助 39,294 1,638 37,656

　　目）社会教育施設費 490,642 3,042 22,569 465,031

　事項）青少年健全育成施設管理運営費 236,865 228 236,637

　　事項）図書館運営費 166,492 2,042 3,019 161,431

　　事項）青少年健全育成施設整備費 10,497 10,497

　　事項）文書館運営費 12,807 1,000 175 11,632

　　事項）博物館運営費 45,212 1,476 43,736

　　事項）博物館企画展等開催費 18,769 17,671 1,098

　項）保健体育費 558,408 33,669 159,047 365,692

　　目）保健体育総務費 493,667 10,288 159,044 324,335

　　事項）職員給与費 169,021 6,717 162,304

　　事項）管理運営費 2,271 2,271

　　事項）学校保健管理指導費 158,533 6,101 152,432

　　事項）学校安全管理指導費 163,842 4,187 152,327 7,328

　　目）体育振興費 64,741 23,381 3 41,357

　　事項）学校体育振興費 64,741 23,381 3 41,357

款）災害復旧費 60,000 60,000

　　項）学校施設等災害復旧費 60,000 60,000

　　目）学校施設災害復旧費 60,000 60,000

　事項）県立学校施設災害復旧事業費 60,000 60,000

教育委員会合計 134,050,675 23,357,301 8,075,000 4,677,174 97,941,200

012901
タイプライターテキスト
10



債務負担行為一覧 

 

 

事項名 期間 限度額（千円） 

県立周防大島高等学校寄宿舎建設に係る設計委託

の年度を越える事業を一括契約すること。 

H29-H30 51,692 

県立周防大島高等学校校舎建設事業の年度を越え

る工事を一括契約すること。 

H29-H31 1,727,098 

県立西京高等学校校舎建設事業の年度を越える工

事を一括契約すること。 

H29-H30 592,612 

県立下関工科高等学校校舎建設事業の年度を越え

る工事を一括契約すること 

H29-H30 85,363 

県立田布施総合支援学校校舎建設に係る設計委託

の年度を越える事業を一括契約すること。 

H29-H30 99,646 
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議 案 第 ２ 号 

 

 

 

平成２８年度山口県一般会計補正予算（第４号）についての  

意見の申出について（報告承認）  

 

 

 このことについて、別紙のとおり知事に意見を申し出たので、報告して承認

を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２９年（2017 年）２月２３日 

 

 

山口県教育委員会  

教育長  浅原  司  
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平成２８年度山口県一般会計予算（２月補正予算）
教育委員会

■歳出予算 （単位：千円）

国支出金 地方債 その他 一般財源

款）教育費 136,228,461 △ 3,853,010 △ 598,126 △ 1,184,600 △ 177,565 △ 1,892,719 132,375,451

　項）教育総務費 20,917,268 △ 1,091,441 △ 192,592 △ 634,200 △ 9,509 △ 255,140 19,825,827

　　目）教育委員会費 7,173 △ 1,863 △ 1,863 5,310

　　事項）教育委員会運営費 7,173 △ 1,863 △ 1,863 5,310

　　目）教育総務費 5,520,330 △ 190,909 △ 165,400 413 △ 25,922 5,329,421

　　事項）職員給与費 2,639,647 8,061 1,146 6,915 2,647,708

　　事項）教育庁運営費 48,913 4,728 △ 679 5,407 53,641

　　事項）文教施設整備指導費 3,105 △ 1 △ 1 3,104

　　事項）奨学法人助成費 18,792 △ 3,450 △ 648 △ 39 △ 2,763 15,342

　　事項）県立高校生等奨学事業費 275,150 △ 52,812 △ 17,604 △ 35,208 222,338

　　事項）県立高校等就学支援事業費 2,511,675 △ 147,242 △ 147,148 △ 39 △ 55 2,364,433

　　事項）義務教育課運営費 22,576 △ 193 25 △ 218 22,383

　　目)教職員及び学校管理費 14,386,279 △ 841,361 △ 2,932 △ 634,200 △ 7,231 △ 196,998 13,544,918

　　事項）教職員福利厚生費 8,731 △ 3,571 △ 3,571 5,160

　　事項）教職員健康管理費 81,379 △ 5,350 △ 5,350 76,029

　　事項）教職員住宅管理費 42,786 △ 15,589 △ 9,000 △ 8,673 2,084 27,197

　　事項）共済組合事務費交付金 75,760 15,910 15,910 91,670

　　事項）学校管理費 16,222 △ 3,059 △ 2,932 △ 127 13,163

　　事項）教職員人事給与管理費 12,082 △ 6 1,408 △ 1,414 12,076

　　事項）教職員退職手当給付費 13,526,775 △ 820,249 △ 625,200 △ 195,049 12,706,526

　　事項）災害補償費 78,574 △ 182 34 △ 216 78,392

　　事項）児童手当給付費 543,970 △ 9,265 △ 9,265 534,705

　　目)教育指導費 691,112 △ 45,923 △ 23,436 △ 4,336 △ 18,151 645,189

現計予算額款・項・目・事項名 ２月補正額
２月補正額の財源内訳

２月補正後の額
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国支出金 地方債 その他 一般財源
現計予算額款・項・目・事項名 ２月補正額

２月補正額の財源内訳
２月補正後の額

　　事項）学校指導管理費 4,505 △ 101 △ 47 △ 1 △ 53 4,404

　　事項）教育内容研究推進費 130,476 △ 6,523 △ 4,478 △ 92 △ 1,953 123,953

　　事項）幼児教育充実費 2,429 △ 355 △ 325 △ 30 2,074

　　事項）児童生徒健全育成費 461,684 △ 37,488 △ 18,586 △ 3,104 △ 15,798 424,196

　　事項）教職員資質向上対策費 3,422 △ 1,216 △ 1,139 △ 77 2,206

　　事項）情報教育推進費 88,019 △ 240 △ 240 87,779

　　目)教育振興費 42,188 △ 2,945 △ 824 △ 2,121 39,243

　　事項）特別支援教育振興費 41,394 △ 2,945 △ 824 △ 2,121 38,449

　　目)教育研修所費 164,048 524 1,645 △ 1,121 164,572

　　事項）教育研修所管理運営費 99,084 132 △ 398 530 99,216

　　事項）教職員等研修費 28,749 1,640 2,061 △ 421 30,389

　　事項）新規採用教員等研修事業費 24,273 △ 1,013 △ 1,013 23,260

　　事項）教育調査研究費 605 △ 108 △ 108 497

　　事項）教育相談実施費 11,337 △ 127 △ 18 △ 109 11,210

　　目)恩給及び退職年金費 106,138 △ 8,964 △ 8,964 97,174

　　事項）恩給及び退職年金 106,138 △ 8,964 △ 8,964 97,174

　項）小学校費 43,151,362 △ 796,921 △ 66,485 421 △ 730,857 42,354,441

　　目）教職員費 43,151,362 △ 796,921 △ 66,485 421 △ 730,857 42,354,441

　　事項）教職員給与費 42,771,368 △ 785,015 △ 69,008 421 △ 716,428 41,986,353

　　事項）非常勤職員給与費 259,216 △ 6,906 2,523 △ 9,429 252,310

　　事項）教職員旅費 120,778 △ 5,000 △ 5,000 115,778

　項）中学校費 27,520,020 △ 342,688 △ 28,910 943 △ 314,721 27,177,332

　　目）教職員費 27,520,020 △ 342,688 △ 28,910 943 △ 314,721 27,177,332

　　事項）教職員給与費 27,081,341 △ 288,495 △ 24,135 943 △ 265,303 26,792,846

　　事項）非常勤職員給与費 291,833 △ 32,593 △ 4,775 △ 27,818 259,240
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国支出金 地方債 その他 一般財源
現計予算額款・項・目・事項名 ２月補正額

２月補正額の財源内訳
２月補正後の額

　　事項）教職員旅費 146,846 △ 21,600 △ 21,600 125,246

　項）高等学校費 27,600,740 △ 552,860 △ 105,483 △ 161,900 △ 48,672 △ 236,805 27,047,880

　　目）高等学校総務費 23,055,568 △ 150,199 △ 4,687 △ 48,048 △ 97,464 22,905,369

　　事項）教職員給与費 22,171,635 △ 114,442 △ 4,687 △ 48,048 △ 61,707 22,057,193

　　事項）非常勤職員給与費 739,789 △ 35,743 △ 35,743 704,046

　　事項）教職員旅費 144,144 △ 14 △ 14 144,130

　　目）全日制高等学校管理費 1,962,975 △ 110,145 376 △ 628 △ 109,893 1,852,830

　　事項）財産管理費 488,407 △ 48,029 △ 48,029 440,378

　　事項）一般管理費 981,767 △ 56,063 376 80 △ 56,519 925,704

　　事項）実験実習費 344,291 △ 6,053 △ 708 △ 5,345 338,238

　　目）定時制高等学校管理費 27,812 △ 1,674 4 △ 1,678 26,138

　　事項）一般管理費 27,812 △ 1,674 4 △ 1,678 26,138

　　目）実習船運営費 102,615 △ 16,583 △ 16,583 86,032

　　事項）実習船運営費 102,615 △ 16,583 △ 16,583 86,032

　　目）学校建設費 2,448,683 △ 274,259 △ 101,172 △ 161,900 △ 11,187 2,174,424

　　事項）校舎改築費 1,292,984 △ 161,485 △ 36,242 △ 130,700 5,457 1,131,499

　　事項）大規模改造事業費 797,925 △ 22,547 △ 17,900 △ 4,647 775,378

　　事項）施設改造費 289,146 △ 58,430 △ 64,930 △ 2,400 8,900 230,716

　　事項）土地購入整備費 68,628 △ 31,797 △ 10,900 △ 20,897 36,831

　項）特別支援学校費 14,670,096 △ 922,477 △ 183,337 △ 365,300 △ 79,508 △ 294,332 13,747,619

　　目）特別支援学校費 14,670,096 △ 922,477 △ 183,337 △ 365,300 △ 79,508 △ 294,332 13,747,619

　　事項）財産管理費 108,843 △ 4,730 △ 4,730 104,113

　　事項）施設整備費 2,043,694 △ 476,969 △ 143,315 △ 365,300 31,646 1,566,725

　　事項）一般管理費 218,224 △ 23,753 262 △ 24,015 194,471

　　事項）教職員給与費 10,794,468 △ 316,561 △ 34,252 △ 93 △ 282,216 10,477,907
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国支出金 地方債 その他 一般財源
現計予算額款・項・目・事項名 ２月補正額

２月補正額の財源内訳
２月補正後の額

　　事項）非常勤職員給与費 279,762 △ 10,803 △ 10,803 268,959

　　事項）教職員旅費 33,211 △ 4 △ 4 33,207

　　事項）就学奨励費 535,238 △ 17,417 △ 5,770 △ 11,647 517,821

　　事項）通学対策費 555,376 △ 72,240 △ 79,677 7,437 483,136

　項）社会教育費 1,605,404 △ 27,241 6,554 △ 23,200 △ 7,721 △ 2,874 1,578,163

　　目）社会教育総務費 958,361 6,827 6,555 1,611 △ 1,339 965,188

　　事項）職員給与費 809,128 363 △ 148 △ 291 802 809,491

　　事項）青少年教育振興費 76,370 4,396 6,763 △ 2,367 80,766

　　事項）県民運動推進費 130 △ 1 △ 1 129

　　事項）人権教育管理運営費 4,234 △ 376 △ 376 3,858

　　事項）人権教育調査研究費 1,486 △ 62 △ 62 1,424

　　事項）学校人権教育推進費 4,900 △ 214 △ 60 △ 154 4,686

　　事項）社会人権教育推進費 3,594 △ 110 △ 110 3,484

　　事項）高等学校等進学奨励費 17,452 2,831 1,902 929 20,283

　　目）文化財保護費 96,123 △ 5,544 △ 1 △ 805 △ 4,738 90,579

　　事項）文化財保護対策費 33,467 △ 5,463 △ 98 △ 5,365 28,004

　　事項）埋蔵文化財対策費 43,404 △ 739 △ 1 △ 707 △ 31 42,665

　　事項）指定文化財保存事業費補助 19,252 658 658 19,910

　　目）社会教育施設費 550,920 △ 28,524 △ 23,200 △ 8,527 3,203 522,396

　事項）青少年健全育成施設管理運営費 236,190 27 △ 27 236,190

　　事項）図書館運営費 168,546 △ 3,829 △ 598 △ 3,231 164,717

　　事項）青少年健全育成施設整備費 22,057 △ 168 △ 168 21,889

　　事項）文書館運営費 12,835 △ 69 △ 29 △ 40 12,766

　　事項）博物館運営費 94,121 △ 24,394 △ 23,200 △ 465 △ 729 69,727

　　事項）博物館企画展等開催費 17,171 △ 64 △ 7,462 7,398 17,107
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国支出金 地方債 その他 一般財源
現計予算額款・項・目・事項名 ２月補正額

２月補正額の財源内訳
２月補正後の額

　項）保健体育費 763,571 △ 119,382 △ 27,873 △ 33,519 △ 57,990 644,189

　　目）保健体育総務費 526,495 △ 53,024 △ 14,026 △ 33,517 △ 5,481 473,471

　　事項）職員給与費 204,764 △ 2,714 △ 42 △ 2,672 202,050

　　事項）管理運営費 2,295 △ 29 △ 29 2,266

　　事項）学校保健管理指導費 155,348 △ 15,237 △ 12,607 △ 2,630 140,111

　　事項）学校安全管理指導費 164,088 △ 35,044 △ 1,419 △ 33,475 △ 150 129,044

　　目）体育振興費 237,076 △ 66,358 △ 13,847 △ 2 △ 52,509 170,718

　　事項）学校体育振興費 237,076 △ 66,358 △ 13,847 △ 2 △ 52,509 170,718

款）災害復旧費 60,000 △ 40,800 5,905 △ 47,100 395 19,200

　　項）学校施設等災害復旧費 60,000 △ 40,800 5,905 △ 47,100 395 19,200

　　目）学校施設災害復旧費 60,000 △ 40,800 5,905 △ 47,100 395 19,200

　事項）県立学校施設災害復旧事業費 60,000 △ 40,800 5,905 △ 47,100 395 19,200

教育委員会合計 136,288,461 △ 3,893,810 △ 592,221 △ 1,231,700 △ 177,565 △ 1,892,324 132,394,651

■繰越

国支出金 地方債 その他 一般財源

款）教育費
　項）高等学校費
　　事項）校舎改築費

1,131,499 77,593 26,500 11,100 39,993

款）教育費
　項）高等学校費
　　事項）大規模改造事業費

775,378 401,819 378,900 22,919

款）教育費
　項）高等学校費
　　事項）施設改造費

230,716 36,061 36,061

款）教育費
　項）特別支援学校費
　　事項）施設整備費

1,566,725 885,090 81,373 683,500 120,217

款）教育費
　項）社会教育費
　　事項）青少年教育振興費

80,766 9,730 9,730

款・項・事項名 繰越額
繰越額の財源内訳今年度

予算額

012901
タイプライターテキスト
19



 

平成２８年度２月補正予算の概要について 

 

１ 概要 

   （単位：千円） 

経費区分 補正前 補正額 補正後 主な増減内容 

給 与 関 係 

経   費 
120,111,111 △2,329,879 117,781,232 

・給与費(見込減：△1,500,666) 

・退職手当(見込減：△820,249) 

一 般 行 政 

経    費 
7,998,607 △505,222 7,493,385 

・非常勤給与(実績減:△86,045) 

・通学対策費(入札減:△72,240) 

・インターハイ(実績減:△50,755) 

施 策 的 

経   費 
3,477,856 △266,681 3,211,175 

・就学支援金(実績減:△147,242） 

・奨学給付金(実績減:△52,812） 

県 営 建 築 

事 業 費 
4,640,887 △751,228 3,889,659 ・入札等による減 

災害復旧費 60,000 △40,800 19,200 
・予備費及び執行分を残し減額 

※執行分：６月大雨（岩国工） 

計 136,288,461 △3,893,810 132,394,651  

 

２ 繰越明許費 

（単位：千円） 

事項 事業箇所 繰越額 摘要 

校舎改築費 周防大島高校改築設計 

他２件 
77,593 

土砂災害防止対策工事が遅れ、全体工程が

遅延したため 

大規模改造

事業費 

宇部工業高校外壁改修 

他６件 
401,819 

工事着手後の現地調査の結果、劣化箇所が

当初の想定を上回っていたため 

施設改造費 
徳山商工高校弓道場新築 

 
36,061 

工事着手について、学校との調整に不測の

時間を要したため 

施設整備費 

(特別支援) 

山口総合支援学校増築 

他９件 
885,090 

仮設グランド工事が遅れ、全体工程が遅延

したため 

青少年教育

振興費 

萩市、防府市、田布施町 

 
9,730 

放課後児童クラブと一体型の放課後子供教

室に係る施設整備【国補正事業】 

合計 1,410,293 ※昨年度繰越額：1,705,053 
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議 案 第 ３ 号 

 

 

 

知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定に  

ついての意見の申出について（報告承認）  

 

 

 このことについて、別紙のとおり知事に意見を申し出たので、報告して承認

を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２９年（2017 年）２月２３日 

 

 

山口県教育委員会  

教育長  浅原  司  
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議
案
第 

 
 

号 

 

知
事
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

平
成
二
十
九
年 

 

月 
 
 

日
提
出 

山 

口 

県 

知 

事 
 

村 
 

岡 
 

嗣 
 

政 
 
  

 
 
 

知
事
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

知
事
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す 

る
。 本

則
中
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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議案第３号参考資料 

 

知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 改正の趣旨 

平成２６年４月１日から実施している知事、副知事、山口県公営企業管理者、

教育長及び常勤の監査委員の給料月額の減額措置を、平成２９年度においても

継続して実施するもの。 

 

２ 改正の内容 

平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日までとしている実施期間を１年間

延長し、平成３０年３月３１日までとする。 

 

３ 施行期日 

公布の日から施行する。 

 

（参考：実施内容） 

   ただし、手当の基礎となる給料月額については、減額前の額とする。 

対 象 職 員 減額の内容 

知事 給料月額の１０％ 

副知事 

山口県公営企業管理者 

教育長 

常勤の監査委員 

給料月額の５％ 

012901
タイプライターテキスト
26



議 案 第 ４ 号 

 

 

 

知事等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定に  

ついての意見の申出について（報告承認）  

 

 

 このことについて、別紙のとおり知事に意見を申し出たので、報告して承認

を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２９年（2017 年）２月２３日 

 

 

山口県教育委員会  

教育長  浅原  司  
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議

案

第

 
 
 

号

 

 

知

事

等

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 
 

平

成

二

十

九

年

十

一

月

三

十

日

提

出

 

山

口

県

知

事

 
 

村

 

岡

 

嗣

 

政

 

 
 

 

知

事

等

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

知

事

等

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

二

年

山

口

県

条

例

第

五

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

三

条

第

一

項

に

次

の

た

だ

し

書

を

加

え

る

。

 

た

だ

し

、

そ

の

支

給

は

、

任

期

ご

と

に

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

第

三

条

第

二

項

を

削

る

。

 

第

四

条

中

「

の

日

」

を

「

し

た

日

（

知

事

等

の

区

分

ご

と

の

知

事

等

と

し

て

の

引

き

続

い

た

在

職

期

間

が

あ

る

と

き

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

任

期

の

満

了

の

日

及

び

退

職

し

た

日

。

以

下

同

じ

。
）
」

に

改

め

る

。

 

第

五

条

中

「

計

算

は

、
」

の

下

に

「

任

期

ご

と

の

」

を

、
「

な

つ

た

日

」

の

下

に

「
（

知

事

等

の

区

分

ご

と

の

知

事

等

と

し

て

の

引

き

続

い

た

在

職

期

間

に

係

る

任

期

で

あ

る

と

き

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

任

期

の

開

始

の

日

。
）
」

を

加

え

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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議案第４号参考資料 

 

 

知事等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 改正の理由 

  知事等の退職手当について、その勤続報償的な性格に鑑み、また、現下の

厳しい財政状況の中で、今後、中期的な行財政構造改革に取り組んでいく必

要があることから、現行の任期ごとに支給する方法に加え、再選又は再任の

場合においては、各任期分を合算して支給する方法も選択できるよう所要の

改正を行うもの。 

 

 

２ 改正の概要 

 退職手当の支給方法について規定する条例第３条について、任期ごとに支

給する方法又は任期を合算して支給する方法のいずれかを選択できるよう改

めるとともに、退職手当の算定方法を規定する第４条及び算定の基礎となる

在職期間を規定する第５条についても所要の改正を行う。 

 

 

３ 施行期日 

  公布の日から施行する。 
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議 案 第 ５ 号 

 

 

 

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部を改正する  

条例の制定についての意見の申出について（報告承認）  

 

 

 このことについて、別紙のとおり知事に意見を申し出たので、報告して承認

を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２９年（2017 年）２月２３日 

 

 

山口県教育委員会  

教育長  浅原  司  
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り
の
勤
務
時
間
が
四
十
二
時
間
を
超
え
な
い
よ
う
に
勤
務
す
る
こ
と
。 

（
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
山
口
県
条
例
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 
 

第
七
条
第
五
項
中
「
第
三
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

012901
タイプライターテキスト
37



 
二 

勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例(

昭
和
四
十
六
年
山
口
県
条

例
第
三
十
号
。
以
下
「
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。)

第
三
条
第
七
項
若
し
く
は
第
十
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

職
員
（
ハ
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
は
船
舶
に
乗
り
組
む
職
員
に
限
る
。
） 

次
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
（
勤
務
日
が
引
き
続
き

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
数
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。） 

イ 

四
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
八
日
以
上
を
週
休
日
と
し
、
当
該
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
十
九
時
間
二

十
五
分
、
十
九
時
間
三
十
五
分
、
二
十
三
時
間
十
五
分
又
は
二
十
四
時
間
三
十
五
分
と
な
る
よ
う
に
勤
務
す
る
こ
と
。 

ロ 

四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
一
日
以
上
の
割
合
の
日
を
週
休
日
と
し
、
当
該
期
間
に
つ
き
一
週
間
当

た
り
の
勤
務
時
間
が
十
九
時
間
二
十
五
分
、
十
九
時
間
三
十
五
分
、
二
十
三
時
間
十
五
分
又
は
二
十
四
時
間
三
十
五
分
と
な

る
よ
う
に
勤
務
す
る
こ
と
。 

ハ 

五
十
二
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
一
日
以
上
の
割
合
の
日
を
週
休
日
と
し
、
週
休
日
が
毎
四
週
間
に

つ
き
四
日
以
上
と
な
る
よ
う
に
し
、
及
び
当
該
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
十
九
時
間
二
十
五
分
、
十
九
時

間
三
十
五
分
、
二
十
三
時
間
十
五
分
又
は
二
十
四
時
間
三
十
五
分
と
な
る
よ
う
に
、
か
つ
、
毎
四
週
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
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第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
勤
務
の
形
態
で
条
例
で
定
め
る
も
の
） 

第
十
二
条 
法
第
十
条
第
一
項
第
五
号
の
条
例
で
定
め
る
勤
務
の
形
態
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
勤
務
の
形
態
（
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
を
除
く
。）
と
す
る
。 

一 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
山
口
県
条
例
第
十
一
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」

と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員 

日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
週
休
日
と
し
、
又
は
日
曜
日
及
び
土
曜

日
並
び
に
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
の
う
ち
の
二
日
を
週
休
日
と
し
、
四
週
間
ご
と
の
期
間
（
育
児
短
時
間
勤
務
を

し
よ
う
と
す
る
期
間
の
全
て
を
四
週
間
ご
と
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
よ
う
と
す
る
期
間
を
一
週
間
、
二
週
間
、
三
週
間
又
は
四
週
間
に
区
分
し
た
各
期
間
）

に
つ
き
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
十
九
時
間
二
十
五
分
、
十
九
時
間
三
十
五
分
、
二
十
三
時
間
十
五
分
又
は
二
十
四
時
間

三
十
五
分
と
な
る
よ
う
に
、
か
つ
、
一
日
に
つ
き
午
前
七
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

時
間
以
上
勤
務
す
る
こ
と
。 
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り
学
校
職
員
が
当
該
学
校
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た

者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。）
で
あ
つ
て
、
当
該
学
校
職
員
が
現
に
監
護
す

る
も
の
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
第

二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
学
校
職
員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
者
を
含
む
。）
を
」
に
改
め
る
。 

（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
山
口
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
七
条
第
四
項
中
「
第
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
三
項
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
十
四
条
第
三
項
中
「
第
三
条
第
二
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
第
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加
え
る
。 

（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

の
介
護
を
す
る
職
員
で
あ
つ
て
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の 

 
 

二 

前
号
に
掲
げ
る
職
員
の
状
況
に
類
す
る
状
況
に
あ
る
職
員
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の 

 
 

第
四
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
中
「
第
三
条
第
一
項
」
及
び
「
第
三
条
第
二
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
十
条
第
一
項
中
「
第
三
条
第
二
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
十
五
条
第
一
項
中
「
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
、
父
母
、

子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
」
を
「
配
偶
者
等
」
に
改
め
る
。 

（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
山
口
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
七
条
第
一
項
中
「
子
を
」
を
「
子
（
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
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務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
同
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
告
を
経
て
、
四
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
週
を
単
位
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
（
以

下
「
単
位
期
間
」
と
い
う
。）
ご
と
の
期
間
に
つ
き
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
に
加
え
て
当
該
職
員
の
週
休
日
を
設
け
、
及

び
当
該
期
間
に
つ
き
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
と
な
る
よ
う
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
当
該
職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
単
位
期
間
ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
育
児
短
時

間
勤
務
等
の
内
容
に
従
い
、
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

一 

子
（
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
当
該
職
員
と
の
間
に

お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件

が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。）
で
あ
つ
て
、
当
該
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親

で
あ
る
職
員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
を
含
む
。
第
十
七

条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
養
育
又
は
配
偶
者
等
（
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
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議
案
第 

 
 

号 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

平
成
二
十
九
年 

 

月 
 

日
提
出 

山
口
県
知
事 

村 

岡 

嗣 

政 
 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
山
口
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 
 

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
及
び
次
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
週
休
日
並
び
に
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
、
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
、

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
に
加
え
て
当
該
職
員
の
週
休
日
を
設
け
、
及
び
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
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○
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
十
四
年
十
月
八
日 

山
口
県
条
例
第
四
十
九
号 

 

第
一
条
～
第
六
条 

 
(

略) 

 

(

第
一
号
任
期
付
研
究
員
の
裁
量
に
よ
る
勤
務) 

第
七
条 

任
命
権
者
は
、
第
一
号
任
期
付
研
究
員
の
職
務
に
つ
き
、
そ
の
職
務

の
性
質
上
時
間
配
分
の
決
定
そ
の
他
の
職
務
遂
行
の
方
法
を
大
幅
に
当
該
第

一
号
任
期
付
研
究
員
の
裁
量
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
当
該
第
一
号
任
期
付
研
究

員
に
係
る
研
究
業
務
の
能
率
的
な
遂
行
の
た
め
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
場
合

に
は
、
当
該
第
一
号
任
期
付
研
究
員
を
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十

八
年
山
口
県
条
例
第
十
一
号
。
以
下
「
職
員
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。)

の

規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
行
わ
な
い
で
、
そ
の
職
務
に
従
事
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
第
一
号
任
期
付
研
究
員
は
、

人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
勤
務
の
状
況
に
つ
い
て

任
命
権
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
条
、
第
五
条
並

び
に
第
十
条
の
規
定
は
、
第
二
項
の
第
一
号
任
期
付
研
究
員
に
は
、
適
用
し

な
い
。 

改 
 
 

正 
 
 

案 

 
 

 

 

    ２
～
４ 

（
略
） 

 

 

現 
 
 
 
 
 
 

行 
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二 

勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休

暇
等
に
関
す
る
条
例(

昭
和
四
十
六
年
山
口
県
条
例
第
三
十
号
。
以
下
「
学
校

職
員
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。)

第
三
条
第
七
項
若
し
く
は
第
十
条
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
ハ
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
は
船
舶
に
乗
り
組
む
職

員
に
限
る
。） 

次
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
（
勤
務
日
が
引
き
続
き
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
日
数
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。） 

イ 

四
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
八
日
以
上
を
週
休
日
と
し
、
当
該
期
間
に
つ

き
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
十
九
時
間
二
十
五
分
、
十
九
時
間
三
十
五

分
、
二
十
三
時
間
十
五
分
又
は
二
十
四
時
間
三
十
五
分
と
な
る
よ
う
に
勤
務

す
る
こ
と
。 

ロ 

四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
一
日
以
上
の
割
合
の

日
を
週
休
日
と
し
、
当
該
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
十
九

時
間
二
十
五
分
、
十
九
時
間
三
十
五
分
、
二
十
三
時
間
十
五
分
又
は
二
十
四

時
間
三
十
五
分
と
な
る
よ
う
に
勤
務
す
る
こ
と
。 

ハ 

五
十
二
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
一
日
以
上
の
割

合
の
日
を
週
休
日
と
し
、
週
休
日
が
毎
四
週
間
に
つ
き
四
日
以
上
と
な
る
よ

う
に
し
、
及
び
当
該
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
十
九
時
間

二
十
五
分
、
十
九
時
間
三
十
五
分
、
二
十
三
時
間
十
五
分
又
は
二
十
四
時
間

三
十
五
分
と
な
る
よ
う
に
、
か
つ
、
毎
四
週
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
の
勤

務
時
間
が
四
十
二
時
間
を
超
え
な
い
よ
う
に
勤
務
す
る
こ
と
。 

改 
 
 

正 
 
 

案 

 

現 
 
 
 
 
 
 

行 
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○
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
四
年
三
月
二
十
一
日 

山
口
県
条
例
第
一
号 

 

第
一
条
～
第
十
一
条 

 
(

略) 

 

(

育
児
短
時
間
勤
務
の
勤
務
の
形
態
で
条
例
で
定
め
る
も
の) 

第
十
二
条 

法
第
十
条
第
一
項
第
五
号
の
条
例
で
定
め
る
勤
務
の
形
態
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
勤
務
の
形
態

（
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
を
除
く
。
）
と
す

る
。 

一 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
山

口
県
条
例
第
十
一
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。）
第
三
条
第
三
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員 

日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
週
休
日
と
し
、
又

は
日
曜
日
及
び
土
曜
日
並
び
に
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
の
う
ち

の
二
日
を
週
休
日
と
し
、
四
週
間
ご
と
の
期
間
（
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
よ

う
と
す
る
期
間
の
全
て
を
四
週
間
ご
と
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
育
児
短
時
間

勤
務
を
し
よ
う
と
す
る
期
間
を
一
週
間
、
二
週
間
、
三
週
間
又
は
四
週
間
に

区
分
し
た
各
期
間
）
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
十
九
時
間
二
十

五
分
、
十
九
時
間
三
十
五
分
、
二
十
三
時
間
十
五
分
又
は
二
十
四
時
間
三
十

五
分
と
な
る
よ
う
に
、
か
つ
、
一
日
に
つ
き
午
前
七
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

の
間
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
以
上
勤
務
す
る
こ
と
。 

改 
 
 

正 
 
 

案 

 
 

 

第
一
条
～
第
十
一
条 

 
(

略) 

 

  

現 
 
 
 
 
 
 

行 
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(

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当) 

第
十
六
条
の
三 

第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
人
事
委
員
会
の
指
定

す
る
職
に
あ
る
職
員
が
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
そ
の
他
の
公
務
の
運
営
の
必

要
に
よ
り
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
条
及
び

第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
又
は
祝
日
法
に
よ
る
休
日
等
若
し
く
は
年

末
年
始
の
休
日
等(

次
項
に
お
い
て
「
週
休
日
等
」
と
い
う
。)

に
勤
務
し
た

場
合
は
、
当
該
職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。 

 

２
～
４ 

(

略) 

 

第
十
六
条
の
四
～
第
二
十
二
条 

(

略)  

改 
 
 

正 
 
 

案 

 

２
～
４ 

(

略) 

 

第
十
六
条
の
四
～
第
二
十
二
条 

(

略)  

現 
 
 
 
 
 
 

行 
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（
時
間
外
勤
務
手
当
） 

第
十
四
条 
正
規
の
勤
務
時
間
外
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に

は
、
正
規
の
勤
務
時
間
外
に
勤
務
し
た
全
時
間
に
対
し
て
勤
務
一
時
間
に
つ

き
、
第
十
八
条
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に
正
規
の
勤
務

時
間
外
に
し
た
次
に
掲
げ
る
勤
務
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
百
二

十
五
か
ら
百
分
の
百
五
十
ま
で
の
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割

合(

そ
の
勤
務
が
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
で
あ
る
場
合

は
、
そ
の
割
合
に
百
分
の
二
十
五
を
加
算
し
た
割
合)

を
乗
じ
て
得
た
額
を
時

間
外
勤
務
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。 

 

一
～
二 

(

略) 

２ 

（
略
） 

３ 

勤
務
時
間
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間(

勤
務

時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
割

り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)
外
に
勤
務
す

る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
外
に
勤
務
し

た
全
時
間(

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
時
間
外
勤
務
手
当
が
支
給
さ
れ
る
時
間
及

び
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
を
除
く
。)

に
対
し
て
、
勤
務
一
時
間
に
つ

き
、
第
十
八
条
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に
百
分
の
二
十
五

か
ら
百
分
の
五
十
ま
で
の
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額
を
時
間
外
勤
務
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。 

 

４
～
６ 

（
略
） 

 

第
十
五
条
～
第
十
六
条
の
二 

（
略
） 

 

改 
 
 

正 
 
 

案 

  

一
～
二 

(

略) 

２ 

（
略
） 

  

 
 ４

～
６ 

（
略
） 

 

第
十
五
条
～
第
十
六
条
の
二 

（
略
） 

  

現 
 
 
 
 
 
 

行 
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○
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭
和
二
十
六
年
二
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
口
県
条
例
第
二
号 

 

第
一
条
～
第
六
条 

 
(

略) 

 
 第

七
条 

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
に
は
、
そ
の
日
か
ら
給
料
を
支
給
し
、
昇

給
、
降
給
等
に
よ
り
給
料
額
に
異
動
を
生
じ
た
者
に
は
、
そ
の
日
か
ら
新
た

に
定
め
ら
れ
た
給
料
を
支
給
す
る
。 

２
～
３ 

（
略
） 

４ 

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、

給
与
期
間
の
初
日
か
ら
支
給
す
る
と
き
以
外
の
と
き
、
又
は
給
与
期
間
の
末
日

ま
で
支
給
す
る
と
き
以
外
の
と
き
は
、
そ
の
給
料
額
は
、
そ
の
給
与
期
間
の
現

日
数
か
ら
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
、
第
四
条
及
び
第
五
条

の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
の
日
数
を
差
し
引
い
た
日
数
を
基
礎
と
し
て
日
割

り
に
よ
つ
て
計
算
す
る
。 

  

第
八
条
～
第
一
三
条 

（
略
） 

 

改 
 
 

正 
 
 

案 

 

 

第
一
条
～
第
六
条 

 
(

略) 

 

２
～
３ 

（
略
） 

 

 

第
八
条
～
第
十
三
条 

（
略
） 

  

現 
 
 
 
 
 
 

行 
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○
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭
和
四
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日 

山
口
県
条
例
第
三
十
号 

 

第
一
条
～
第
十
六
条 

 
(

略) 

 
 （

子
育
て
支
援
部
分
休
暇
） 

第
十
七
条 

子
育
て
支
援
部
分
休
暇
は
、
学
校
職
員(

育
児
短
時
間
勤
務
学
校
職

員
等
を
除
く
。)

が
小
学
校(

第
一
学
年
か
ら
第
三
学
年
ま
で
に
限
る
。)

に
就
学

し
て
い
る
子
（
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十
七
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
学
校
職
員
が
当
該
学
校
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同

項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た

者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限

る
。）
で
あ
つ
て
、
当
該
学
校
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
同
法
第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
学
校
職
員

に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
者
を
含
む
。
）
を
養
育
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。 

２ 

子
育
て
支
援
部
分
休
暇
の
時
間
は
、
前
項
の
子
を
養
育
し
て
い
る
期
間
内
に

お
い
て
一
日
に
つ
き
二
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時

間
と
す
る
。 

３ 

第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
子
育
て
支
援
部
分
休
暇
に
つ
い
て
準
用
す

る
。 

 

以
下
（
略
） 

  

改 
 
 

正 
 
 

案 

 
 

 

第
一
条
～
第
十
六
条 

 
(

略) 

 

（
子
育
て
支
援
部
分
休
暇
） 

第
十
七
条 

子
育
て
支
援
部
分
休
暇
は
、
学
校
職
員(

育
児
短
時
間
勤
務
学
校
職
員

等
を
除
く
。)

が
小
学
校(

第
一
学
年
か
ら
第
三
学
年
ま
で
に
限
る
。)

に
就
学
し

て
い
る
子
を
養
育
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。 

２ 

子
育
て
支
援
部
分
休
暇
の
時
間
は
、
前
項
の
子
を
養
育
し
て
い
る
期
間
内
に

お
い
て
一
日
に
つ
き
二
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間

と
す
る
。 

３ 

第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
子
育
て
支
援
部
分
休
暇
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

          

以
下
（
略
） 

現 
 
 
 
 
 
 

行 

012901
タイプライターテキスト
50



 

（
介
護
休
暇
） 

第
十
五
条 

介
護
休
暇
は
、
職
員
が
要
介
護
者
（
配
偶
者
等
で
負
傷
、
疾
病
又
は

老
齢
に
よ
り
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営

む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
介
護
を
す
る
た
め
、

任
命
権
者
が
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
出

に
基
づ
き
、
要
介
護
者
の
各
々
が
当
該
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る

状
態
ご
と
に
、
三
回
を
超
え
ず
、
か
つ
、
通
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲

内
で
指
定
す
る
期
間
（
以
下
「
指
定
期
間
」
と
い
う
。）
内
に
お
い
て
勤
務

し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。 

  

２
～
３ 

（
略
） 

 

第
十
六
条
～
第
二
十
条 

（
略
） 

改 
 
 

正 
 
 

案 

 

（
介
護
休
暇
） 

第
十
五
条 

介
護
休
暇
は
、
職
員
が
要
介
護
者
（
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事

実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
、
父
母
、
子
、

配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老

齢
に
よ
り
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に

支
障
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
介
護
を
す
る
た
め
、
任
命
権
者
が
、

人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
出
に
基
づ
き
、
要
介

護
者
の
各
々
が
当
該
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
三
回

を
超
え
ず
、
か
つ
、
通
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
指
定
す
る
期
間
（
以

下
「
指
定
期
間
」
と
い
う
。）
内
に
お
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。 

２
～
３ 

（
略
） 

 

第
十
六
条
～
第
二
十
条 

（
略
） 

現 
 
 
 
 
 
 

行 
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(

休
日
の
代
休
日) 

第
十
条 

任
命
権
者
は
、
職
員
に
祝
日
法
に
よ
る
休
日
又
は
年
末
年
始
の
休
日

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
休
日
」
と
総
称
す
る
。)

で
あ
る
勤
務
日
等(

第
三

条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
条
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時

間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間

の
全
部(

以
下
「
休
日
の
全
勤
務
時
間
」
と
い
う
。)

に
つ
い
て
特
に
勤
務
す
る

こ
と
を
命
じ
た
場
合
に
は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
休
日
前
に
、
当
該
休
日
に
代
わ
る
日(
以
下
「
代
休
日
」
と
い
う
。)

と
し

て
、
当
該
休
日
後
の
勤
務
日
等(

休
日
を
除
く
。)
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

（
略
） 

 

第
十
一
条
～
第
十
四
条 

（
略
） 

  

改 
 
 

正 
 
 

案 

 

 

２ 

（
略
） 

 

第
十
一
条
～
第
十
四
条 

（
略
） 

  

現 
 
 
 
 
 
 

行 
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(

週
休
日
の
振
替
等) 

第
五
条 

任
命
権
者
は
、
職
員
に
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
前
条
の

規
定
に
よ
り
週
休
日
と
さ
れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず

る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

第
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が

割
り
振
ら
れ
た
日(

以
下
「
勤
務
日
」
と
い
う
。)

の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
を
週
休
日
に
変
更
し
て
当
該
勤
務
日
に

割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る

日
に
割
り
振
り
、
又
は
当
該
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
の
勤
務
時
間
の
う
ち
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
を
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
や
め

て
当
該
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
の
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る

こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

第
六
条
～
第
九
条 

（
略
） 改 

 
 

正 
 
 

案 

 

 
 

 
 第

六
条
～
第
九
条 

（
略
） 現 

 
 
 
 
 
 

行 
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一 

子
（
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
当
該
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す

る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請

求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で

あ
つ
て
、
当
該
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法

第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に
委
託
さ

れ
て
い
る
児
童
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
者
を
含
む
。
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
養
育
又
は
配

偶
者
等
（
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に

あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
介
護
を
す
る
職
員
で

あ
つ
て
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
職
員
の
状
況
に
類
す
る
状
況
に
あ
る
職
員
と
し
て
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の 

 

第
四
条 

任
命
権
者
は
、
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
職

員
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
週
休

日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

（
略
） 

   

改 
 
 

正 
 
 

案 

（
新
設
） 

              

 
２ 

（
略
） 

現 
 
 
 
 
 
 

行 
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○
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭
和
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日 

山
口
県
条
例
第
十
一
号 

 

第
一
条
～
第
二
条 

 
(

略) 

 
 

 

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
及

び
次
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。）
に
つ
い
て
、
週
休
日
並
び
に
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
、
職
員

の
申
告
を
考
慮
し
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
に
加
え
て
当
該
職
員

の
週
休
日
を
設
け
、
及
び
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務

の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
同
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
告

を
経
て
、
四
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
週
を
単
位
と
し
て
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
期
間
（
以
下
「
単
位
期
間
」
と
い
う
。）
ご
と
の
期
間
に
つ
き
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
に
加
え
て
当
該
職
員
の
週
休
日
を
設
け
、
及
び

当
該
期
間
に
つ
き
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
と
な
る
よ
う
に
当
該
職
員
の

勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
が
育
児
短
時

間
勤
務
職
員
等
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
単
位
期
間
ご
と
の
期
間
に
つ
い

て
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
に
従
い
、
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤

務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。 

 

改 
 
 

正 
 
 

案 

 
 

 

第
一
条
～
第
二
条 

 
(

略) 

 

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
新
設
） 

  

現 
 
 
 
 
 
 

行 
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議案第５号参考資料 

 

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部を改正する条例 

 

１ 改正の趣旨 

育児や介護による個人の生活状況に対応し、職員のワークライフバランスの実

現を図るため、フレックスタイム制を導入するもの。 

 

２ 制度の内容 

（１）対象職員 

   育児職員：子を養育する職員 

   介護職員：要介護者の介護をする職員 

 

（２）週休日及び勤務時間の割振り 

   公務の運営に支障がないと認める場合、職員の申告を経て、週休日並びに始

業及び終業の時刻を割り振るものとする。 

   なお、週休日は、単位期間開始日から１週間ごとに１日を限度に土日に加え

て設けることができる。 

 

（３）割振り単位期間  

   １～４週間までの単位期間から選択 

 

 

３ 施行期日 

平成２９年４月１日 
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議 案 第 ６ 号 

 

 

 

職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例の  

制定についての意見の申出について（報告承認）  

 

 

 このことについて、別紙のとおり知事に意見を申し出たので、報告して承認

を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２９年（2017 年）２月２３日 

 

 

山口県教育委員会  

教育長  浅原  司  
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附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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議
案
第 

 
 

号 

 

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

平
成
二
十
九
年 

 

月 
 

日
提
出 

山
口
県
知
事 

村 

岡 

嗣 

政 
 

 

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
山
口
県
条
例
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

 

第
六
条
第
二
項
中
「
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
」
を
「
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
延
長
後
の
期
間
が
満
了
す
る
日
に
お
け
る
当

該
配
偶
者
同
行
休
業
に
係
る
配
偶
者
の
第
四
条
第
一
号
の
外
国
で
の
勤
務
が
同
日
後
も
引
き
続
く
こ
と
と
な
り
、
及
び
そ
の
引
き

続
く
こ
と
が
当
該
延
長
の
請
求
時
に
は
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
認
め

る
事
情
と
す
る
」
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
中
「
人
事
委
員
会
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
条
の
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
規
程
」
と
、」
を
「
人
事
委
員
会
」
と

あ
る
の
は
「
任
命
権
者
」
と
、」
に
改
め
る
。 
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第
七
条
～
第
十
二
条 

（
略
） 

 

(

特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
職
員
に
対
す
る
規
定
の
適
用) 

第
十
三
条 

第
二
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定
中
職
員
に
関
す
る
規
定
は
、
特
定

地
方
独
立
行
政
法
人
職
員
に
関
す
る
規
定
と
し
て
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人

職
員
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
及
び
第
四

条
中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
設
立
団
体
の
条
例
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
人

事
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
任
命
権
者
」
と
、
第
六
条
第
二
項
中
「
条
例
」
と

あ
る
の
は
「
設
立
団
体
の
条
例
」
と
、
「
人
事
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
任
命

権
者
」
と
、
第
七
条
中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
設
立
団
体
の
条
例
」
と
、
同

条
第
三
号
中
「
人
事
委
員
会
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
条
の
特
定
地
方
独
立

行
政
法
人
の
規
程
」
と
す
る
。 

    

第
十
四
条 

（
略
） 

改 
 
 

正 
 
 

案 

第
七
条
～
第
十
二
条 

（
略
） 

 

 

 

第
十
四
条 

（
略
） 

 

現 
 
 
 
 
 
 

行 
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○
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
十
五
日 

山
口
県
条
例
第
二
十
五
号 

 

第
一
条
～
第
五
条 

 
(

略) 

 
 

 

（
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
延
長
） 

第
六
条 

配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
る
職
員
は
、
当
該
配
偶
者
同
行
休
業
を

開
始
し
た
日
か
ら
引
き
続
き
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
期
間
が
第

三
条
に
規
定
す
る
休
業
の
期
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
延
長
を
し

よ
う
と
す
る
期
間
の
末
日
を
明
ら
か
に
し
て
、
任
命
権
者
に
対
し
、
配
偶
者

同
行
休
業
の
期
間
の
延
長
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

法
第
二
十
六
条
の
六
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
配
偶
者

同
行
休
業
の
期
間
の
延
長
後
の
期
間
が
満
了
す
る
日
に
お
け
る
当
該
配
偶
者

同
行
休
業
に
係
る
配
偶
者
の
第
四
条
第
一
号
の
外
国
で
の
勤
務
が
同
日
後
も

引
き
続
く
こ
と
と
な
り
、
及
び
そ
の
引
き
続
く
こ
と
が
当
該
延
長
の
請
求
時

に
は
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事

委
員
会
が
認
め
る
事
情
と
す
る
。 

３ 

第
二
条
の
規
定
は
、
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
延
長
の
承
認
に
つ
い
て

準
用
す
る
。 

  

改 
 
 

正 
 
 

案 

 

 

第
一
条
～
第
五
条 

 
(

略) 

 

 

 

現 
 
 
 
 
 
 

行 
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議案第６号参考資料 

 

職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 改正の趣旨 

国家公務員の制度改正を踏まえ、職員の配偶者同行休業の期間を再度延長する

ことができる場合を条例に定めるもの。 

 

２ 制度概要及び改正内容 

（１）制度概要 

    職員が外国で勤務等をする配偶者と生活を共にするため、３年の期間を限

度に休業できる制度。 

 

（２）改正内容 

   休業期間延長後の期間が満了する日における配偶者の外国での勤務が同

日後も引き続くこととなり、その引き続くことが延長申請時に確定していな

かった場合に休業期間を再延長できるものとする。 

   

３ 施行期日 

公布の日 
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議 案 第 ７ 号 

 

 

 

 

 

山口県教育委員会表彰規則による表彰について（報告承認） 

 

  山口県教育委員会表彰規則（昭和６１年山口県教育委員会規則第６号）第２条

の規定に基づき、平成２８年度教育功労者を次のとおり決定したので報告し、承

認を求めます。 

 

 

 

 

平成２９年（2017年）２月２３日 

 

                                                       

                                     山口県教育委員会 

                                                 教育長 浅 原 司 
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永年精勤の部（表彰規則第２条第６号） 
 

所 属 名 職名 氏 名 勤務年数 備  考 

下関市立宇賀小学校 教諭 浜本 まゆみ ３０年 
平成２９年１月２１日 

死亡退職 

柳井市立柳東小学校 教諭 河本 淳也 ２６年 
平成２９年２月１２日 

死亡退職 

周南市立三丘小学校 教諭 川本 晃 ３２年 
平成２９年２月１３日 

死亡退職 
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議 案 第 ８ 号 

 

 

 

山口県学校職員定数条例の一部を改正する条例の制定についての  

意見の申出について（報告承認）  

 

 

 このことについて、別紙のとおり知事に意見を申し出たので、報告して承認

を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２９年（2017 年）２月２３日 

 

 

山口県教育委員会  

教育長  浅原  司  
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１　高等学校

　平成２９年度の県立高等学校の生徒収容定員は前年度と比べて２１０人の減となる。

　教職員定数については、単位制の導入等により、全体で２人の増員となる。

(単位：人）

【教職員定数の内訳】

校 単位制の導入等
長
及
び
教
員

収容定員の減

任用替による増

収容定員の減

任用替による減

収容定員の減

24,430 24,220 △ 210

2,400 2,400 0

26,830 26,620 △ 210

摘　　　　　　　要

１０人

△１人

産育等代替 10 10 0

船舶員 4 3 △ 1

△５人

１人

△２人

△１人

合
計

校長及び教員 2,229 2,238 9

校長及び教員
526 519 △ 7

以外の職員

計 2,755 2,757 2

0

栄養士 3 3 0

校務技士 62 62 0

農畜産員 19 19

実習助手 230 228 △ 2

技術職員 9 10 1

△ 5

産育等代替 42 42 0

山口県学校職員定数条例の一部を改正する条例の改正内容及び理由

全日制

定時制

計

区分 平成２８年度 平成２９年度 増　減

生
徒
収
容
定
員

校
長
及
び
教
員
以
外
の
職
員

区　　分 平成２８年度 平成２９年度 増　減

養護教諭 71 70 △ 1

校長・教員 2,116 2,126 10

事務職員 189 184
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２　中等教育学校

　平成２９年度の中等教育学校の生徒収容定員は、前年度と比べて前期課程(中学校に相

当）は１５人減員の３３０人、後期課程(高等学校に相当）は同数の３６０人で合計６９０

人となる。

　教職員定数については、前年同数の６７人である。

【教職員定数の内訳】

校
長
及
び
教
員

栄養士 1 1 0

校務技士 1 1 0

合
計

校長及び教員 60 60 0

校長及び教員
7 7 0

以外の職員

計 67 67 0

実習助手 1 1 0

摘　　　　　　　要

56 56

産育等代替 2 2 0

事務職員 4 4 0

区分 平成２８年度 平成２９年度 増　減

後期課程 360 360 0

計 705 690 △ 15

前期課程 345

校
長
及
び
教
員
以
外
の
職
員

330 △ 15

区　　分 平成２８年度 平成２９年度 増　減

生
徒
収
容
定
員

0

養護教諭 2 2 0

校長・教員
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３　特別支援学校

　平成２９年度の特別支援学校の児童生徒数は、前年度と比べて２人の減が見込まれる。

　教職員定数については、寄宿舎指導員の減等により１１人の減員となる。

(単位：人）

【教職員定数の内訳】

校
長
及
び
教
員

△１０人寄宿舎休舎による減

合
計

校長及び教員 1,268 1,258 △ 10

校長及び教員
159 158 △ 1

以外の職員

計 1,427 1,416 △ 11

介助員 35 35 0

産育等代替 3 3 0

運転士 2 2 0

放送技士 1 0 △ 1

調理員 12 12 0

ボイラー技士 0 0 0

校務技士 12 12 0

0

学校栄養職員 11 11 0

事務職員 49 49 0

寄宿舎指導員 50 40 △ 10

摘　　　　　　　要

校長・教員 1,163 1,163 0

区分 平成２８年度 平成２９年度 増　減

児童生徒数 1,877 1,875 △ 2

校
長
及
び
教
員
以
外
の
職
員

区　　分 平成２８年度 平成２９年度 増　減

養護教諭 27 27 0

産育等代替 28 28 0

実習助手 34 34
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４　中学校

　平成２９年度の中学校の生徒数は、前年度と比べて１，００４人の減が見込まれる。

　教職員定数については、国の定数改善に伴う増員を行うが、生徒数の減少に伴う学級減等に

より、全体で３１人の減員となる。

(単位：人）

【教職員定数の内訳】

学級減等

定数改善等

学級減

栄養教諭の増

学級減

定数改善

学級減等

区分 平成２８年度 平成２９年度 増　減

35,356 34,352 △ 1,004生徒数

産育等代替 12 12 0

校
長
及
び
教
員

区分 平成２８年度 平成２９年度

産育等代替 92 92 0

校長及び教員
186 184 △ 2

以外の職員

栄養教諭 38 39 1

校長・教員 2,803 2,776 △ 27

養護教諭 151 148 △ 3

△ 2

0

１人

△１人

△２人

１人

△３人

増　減 摘　　　　　　　要

△３３人

６人

校
長
及
び
教
員
以
外
の
職
員

合
計

3,084 3,055 △ 29

計 3,270 3,239 △ 31

学校栄養職員 12 10

校長及び教員

事務職員 162 162
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５　小学校

　平成２９年度の小学校の児童数は、前年度と比べて５３５人の減が見込まれる。

　教職員定数については、国の定数改善に伴う増員を行うが、児童数の減少に伴う学級減等に

より、全体で４４人の減員となる。

(単位：人）

【教職員定数の内訳】

学級減等

定数改善

学級減

栄養教諭の増

学級減

学級減等

82 6

△９人△ 9

産育等代替 37 37 0

320 318 △ 2

校長及び教員
389 378 △ 11

学校栄養職員 32 23

校長及び教員

児童数 68,860 68,325 △ 535

校
長
及
び
教
員

校長・教員 4,564 4,532

養護教諭 307 300 △ 7

207 207

栄養教諭 76

区分 平成２８年度 平成２９年度 増　減

合
計

5,154 5,121 △ 33

計 5,543 5,499 △ 44

以外の職員

摘　　　　　　　要

産育等代替

校
長
及
び
教
員
以
外
の
職
員

△ 32

区分 平成２８年度 平成２９年度 増　減

△４４人

１２人

 　６人

0

△２人

△７人

事務職員
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議 案 第 ９ 号 

 

 

 

 

第８０回山口県文化財保護審議会に対する諮問について 

 

このことについて、別紙のとおり諮問する。 

 

 

平成２９年（2017年）２月２３日 

 

 山口県教育委員会  
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(別紙) 

                      平２８教社文第 1696号 

                     平成２９年 ２月２３日  

山口県文化財保護審議会会長 様 

                         山口県教育委員会  

 

文化財の県指定について 

 

山口県文化財保護条例（昭和４０年山口県条例第１０号）第４条第３項
の規定に基づき、下記の文化財を山口県指定有形文化財に指定することに
ついて貴会の意見を問います。 

 

記 

 

有形文化財（歴史資料）：紙本着色毛利敬親山口新御屋形入居奉祝図 
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『紙本着色毛利敬親山口新御屋形入居奉祝図』の概要 

 

１ 種   別 有形文化財（歴史資料） 

２ 名   称 紙本着色毛利敬親山口新御屋形入居奉祝図 

３ 点   数 １面 

４ 品質・形状 紙本着色、額装 

５ 寸   法 縦１７７㎝・横２５７㎝（本紙 縦１４０㎝・横２２７㎝） 

６ 製 作 年 代 明治１４年（１８８１年）１１月 

７ 作    者 田原春耕 

８ 所在の場所 山口県立山口博物館（山口県山口市春日町８番２号） 

９ 所 有 者 宗教法人野田神社（山口県山口市天花一丁目１番２号） 

10 概   要  本図は、慶応２年（1866年）に長州藩主毛利敬親が落成した山口新御 

屋形（山口新館）へ入居した際の士民たちによる奉祝の模様を記念に描 

いたものである。画面中央には、新御屋形門前での多数の山車を繰り出 

した奉祝の賑やかな模様が、同右下には新館式台前に詰めかけて祝う人 

々の姿が描かれている。 

 また、本図は、明治１４年（1881年）野田神社十年祭に関わって作 

成・奉納されたもので、同神社敷地内の絵馬堂に掲げられていた。昭 

和２年（1927年）に山口県立教育博物館へ寄託された。 

11 価    値  本図は、山口新御屋形の建物や周辺の状況を立体的に描いた数少ない 

資料であるとともに、明治期における旧藩主顕彰という山口の社会情勢 

を示す貴重な資料である。 

〔 参 考 〕 

○県指定文化財件数        ○近年の県指定有形文化財(歴史資料) 
種  別 件数 

 
 
有
形
文
化
財 

建造物 34 

絵画 28 

彫刻 63 

工芸品 29 

書跡 8 

典籍 10 

古文書 8 

考古資料 25 

歴史資料 15 

無形文化財 3 

民俗文化財 42 

記念物 88 

計 353 

 
 
 
 
 

文 化 財 名 市町 指定年月日 

吉田松陰関係資料（松陰神社伝来） 萩市 平成24.12.7 

吉田松陰関係資料（吉田家伝来） 山口市 平成21.11.17 

般若心経並びに神馬図板木 岩国市 平成16.4.2 

三重宝塔板木 山口市 平成15.12.19 

木像扁額「八幡宮」（独立性易筆） 岩国市 平成14.12.3 
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≪表面≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪裏面≫ 
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報告事項

番号 件　　　　　名 主　管　課

1
平成２８年度山口県公立高校生学習状況等に関するアンケート集計結
果について

高 校 教 育 課

2 学校運営協議会を設置する学校の指定について 高 校 教 育 課

3 学校運営協議会を設置する学校の指定について
特 別 支 援
教 育 推 進 室

4 やまぐち型地域連携教育のＰＲ用ＤＶＤについて　　※映像資料 義 務 教 育 課
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平成 28 年度山口県公立高校生学習状況等に関するアンケート集計結果について 

 

１ 目 的 

  山口県の公立高校生の学習意欲、学習習慣及び生活習慣等を把握・分析し、その状

況及び課題を各学校に提示することにより、ＰＤＣＡサイクルによる教育活動の改善、

教員の学習指導の充実や生徒の学習状況の改善等に資する。 
 
２ 対象校 

  公立高等学校全日制課程（本・分校別、校舎別とし、中等教育学校後期課程を含む。） 
 
３ 対象生徒 

  各学年から１クラス分の生徒（30～40 人程度）を抽出 
 
４ 実施日 

  平成 28 年 10 月 14 日（金）を中心日として、任意の日に実施 
 
５ アンケート項目 

（１）学習の取組等に関する質問（16 問） 

（２）学習習慣に関する質問（14 問） 

（３）各教科（国語・数学・英語）に関する質問（19 問） 

（４）生活習慣に関する質問（13 問）           合計 62 問 
 
６ 実施校数及び回答生徒数 

（１）実 施 校 数   61 校 
（２）回答生徒数  6,124 人 
 
７ 集 計 

（１）県全体の集計について 

統計的に処理するため、3,016 人(１年：1,002 人、２年：1,019 人、３年：995人） 

を集計対象として抽出し、実施 

（２）各学校の集計について 

  回収した全てのアンケートを対象として実施 
 
８ 結果の概要（県全体）※詳細は資料１ 

（１）学習の取組等について 
 

○ 授業の目標（めあて・ねらい）が示されていると思う生徒は 75％（昨年度 62％） 

○ 学習した内容を振り返ったりまとめたりしている生徒は 52％（同 50％） 

○ 授業では、学級やグループの中で自分たちで課題を見つけ、その解決に向けて情報

を集め、話し合いながら整理して、発表するなどの学習活動に取り組んでいると思う

生徒は54％（同52％） 

 
（２）学習習慣について 
 

○ 学校の授業以外の学習時間が１時間未満の生徒 

平日：46％（同47％） 休日：39％（同40％） 

○ 学校の授業以外の学習 

学校の宿題（週末課題等）に取り組んでいる生徒は 88％（同 88％） 

⇔ 学校の授業の予習：29％（同 33％） 学校の授業の復習：42％（同 42％） 
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47.5%

38.1%

61.5%
49.9%

74.9%

51.6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
H26

H27

H28

山口県

中３

（３）各教科（国語・数学・英語）について 
 

○ 教科の学習が将来社会に出たときに役立つと思う生徒 

国語：86％（同87％） 数学：62％（同61％） 英語：89％（同88％） 

○ 日常生活や身近な話題等について、英語でコミュニケーションをとることができ

る生徒は 38％（同38％） 
 
（４）生活習慣について 
 

○ 平日１日当たり、２時間以上携帯電話等で通話をしたりメールをしたりしている生

徒は24％（同26％） 
 
９ 今後の取組 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

87.5%

28.9%
42.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H26

H27

H28

【学力向上に向けた重点取組事項】 生徒の主体的な学習態度の育成 

【質問19】 
学校の宿題 

（週末課題等） 

【質問20】 
授業の予習 

【質問21】 
授業の復習 

① 「見通し・振り返り学習活動」の更なる充実 

② 授業を中心とした「予習－授業－復習」のサイクルの更なる充実 

③ アクティブ・ラーニングの視点からの「主体的・対話的で深い学び」の更なる充実 

○ 授業のはじめに目標（めあて

・ねらい）を提示 
○ 授業の最後に学習したことを

振り返る活動の充実 

○ 家庭学習が授業の中で生かさ

れるような課題の設定 
○ 授業や考査、家庭学習に対す

る自己評価ができる場面の設定

と充実 

○ 「アクティブ・ラーニング（実

践事例集）～よりよい授業づくり

のための１５のヒント～」を活用

した校内研修の実施 
○ 指導力向上のための、教科の

枠を越えた授業参観の推進 
○ 学校で学ぶことと社会との接

続を意識した取組の工夫・改善 

参
考
：
H28

全
国
学
調 

(

山
口
県
中
学
校
３
年)

 

参
考
：
H28

全
国
学
調 

(

山
口
県
中
学
校
３
年)

 

96.8% 81.2% 

【質問３】授業中で、目標(め

あて・ねらい)が示されてい

ると思う。 

【質問７】授業の最後に、学

習した内容を振り返った

りまとめたりしている。 

肯定的に回答した生徒の割合 

「よくしている」など、肯定的に回答した生徒の割合 

11.5%

40.5%
36.7%

11.2%13.6%

40.2% 35.0%

11.1%

0%

20%

40%

60%

80%

H27

H28

【質問６】授業では、学級やグループの中で自分たちで課題

を見つけ、その解決に向けて情報を集め、話し合いながら整
理して、発表するなどの学習活動に取り組んでいる。 

当てはまる どちらかと
いえば当て
はまる 

どちらかと
いえば当て
はまらない 

当てはまら

ない 
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報告事項２ 
 

学校運営協議会を設置する学校（コミュニティ・スクール：ＣＳ）の指定について 
 

１ 指定する学校 

○ 地域と連携・協働する教育の更なる充実を図るため、１３校（高等学校１１校、中

学校１校、中等教育学校１校）を新規指定 

 

 

 
 

 

 
 

   ※ 平成２８年度の成果と課題を踏まえ、地域や設置学科の範囲を拡大して全県的に

導入を推進 
 

２ 指定の期間  平成２９年４月１日から３年間 
 

３ 平成２９年度実施計画（案）の主な内容 

 

 

 
 

 【１３校共通】 

  ・学校運営協議会（年３回実施予定） 

    地元地域の保護者や地域住民に加え、学科の特性に応じて、広く大学や企業の関

係者を委員に任命し、学校運営の基本的な方針の承認、学校運営の改善に向けた協

議・提言、運営状況についての評価などを実施する予定 

 【高森高等学校・高森みどり中学校】 

  ・大学・企業や地域の人材を活用した、中学校・高等学校合同の進路講演会 

・地元特産品を使用した商品開発 

・地域文化祭におけるボランティア活動・吹奏楽部演奏 

【岩国工業高等学校】 

  ・企業に就職した卒業生による講話 

・首長部局と協働した、ものづくりによる地域貢献 

・製作したロボットの実演による地域イベントでの交流 

【熊毛南高等学校】 

  ・地域の人材を活用した講演会やボランティア講座 

・ロータリークラブと連携した国際理解教育 

・社会福祉協議会と連携した点字カレンダーの作成・配布 

【下松工業高等学校】 

  ・地元企業と連携した工場見学・インターンシップ 

・小学生を対象としたものづくり教室 

・商工会議所による社会人育成講座 

【南陽工業高等学校】 

 ・周南コンビナートの企業との協働による授業実習 

・地元企業、地域住民等との環境保全活動等に関する地域対話 

・大学や市観光交流課との連携による台湾の高校生との交流 

【防府商工高等学校】 

  ・市産業振興部や商工会議所と連携したイベント・講演会 

・地元住民による地域伝統文化やものづくりに関する指導 

・幼・保・小・中・特別支援学校への出前授業・学習支援ボランティア 

県立高校におけるＣＳを拡充し、地元市町や大学・企業等と協働した課題解決型

学習を推進することにより、学校・地域の差し迫った社会的・地域的な課題の解決

に積極的に取り組み、「地域に愛され、地域とともにある学校づくり」を推進 

県立高森高等学校     県立岩国工業高等学校   県立熊毛南高等学校 

県立下松工業高等学校   県立南陽工業高等学校   県立防府商工高等学校 

県立西京高等学校     県立山口農業高等学校    県立宇部工業高等学校 

県立長府高等学校         県立萩高等学校 

県立高森みどり中学校   県立下関中等教育学校 
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【西京高等学校】 

  ・山口大学留学生との交流による国際教育 

・地元の食材を使用した商品の共同開発 

・地元小学生を対象とした稲作体験（田んぼアート） 

【山口農業高等学校】 

  ・農業試験場や大学等の訪問による特産品の共同研究 

・加工品づくり体験（開放講座） 

・秋吉台お花畑プロジェクト（草刈り体験と環境保全活動） 

【宇部工業高等学校】 

  ・地元企業の支援による工場見学 

・ものづくりマイスターによる実習支援 

・地元小・中学生を対象とした「土曜日実験工作塾」 

 【長府高等学校】 

  ・進路意識の具体化をめざした地元企業等によるガイダンス 

・地域と連携した防災研究 

・地域活性化のための地域行事ボランティア活動 

 【萩高等学校】 

  ・郷土の誇れる歴史上の人物についての講演会 

・高校生熟議「世界遺産の中にある学校として、私たちは何ができるか」 

・学校周辺の史跡清掃活動 

【下関中等教育学校】 

  ・県内大学との連携による進学意識の高揚をめざした、前期課程からの大学訪問 

・県や市の国際関係部局との連携による国際交流活動 

・小学生対象のサイエンスセミナー等大学と連携した地域貢献活動 

※ 先行導入校（周防大島高校、美祢青嶺高校、大津緑洋高校）の取組の充実・発展 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

【参考１】地域と協働したこれまでの取組 

（１）平成２７年度 

 
 

 

○ ＣＳのモデル校３高校（周防大島、美祢青嶺、大津緑洋）において「地域活性化

検討委員会」における協議や先進校視察、地域と協働した課題解決型教育を実施 

（２）平成２８年度 

 

 
 
 

 

   ○ 周防大島高校、美祢青嶺高校、大津緑洋高校の３校をＣＳに指定 

○ 成果と課題 

 成果  地域の特性を踏まえた、高校ならではの専門性の高い教育活動を展開 

       ・宮本常一記念館等の文化施設を活用したフィールドワーク（周防大島） 

       ・地域の観光振興に貢献するランタン製作（美祢青嶺） 

       ・地元食品関連企業の商品開発への参画（大津緑洋） 

  課題  地域の教育力を活用し、地域と協働した教育活動のさらなる充実 

・各学校・学科の特色に応じて、学校運営協議会に、保護者や地域住民、首

長部局の人材のほか、大学や企業の関係者なども加えた体制づくり 

→ 多様な人材の英知を結集して評価と改善を積み重ねながら、地域の期待に

応える取組の質的な向上 

【参考２】高校のＣＳ指定校数：２５校（全国：平成28年4月1日現在） 

学校・地域の差し迫った社会的・地域的な課題の解決に積極的に取り組む「地域
に愛され、地域とともにある学校」づくりを推進 
特色ある学校づくりの一つとして、専門性を高める教育活動の活性化をめざし、

当該分野の専門機関等との連携を強化 

活力ある地域の創造に向けて、学校・地域の差し迫った社会的・地域的な課題を
解決するため、地域の関係機関との協働体制を確立し、魅力ある教育活動を展開す
るＣＳの導入をめざした取組を実施 
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報告事項３ 

学校運営協議会を設置する学校（コミュニティ・スクール：CS）の指定について 
 

１ 指定する学校 

  県立特別支援学校６校を新規に指定 

 

 

 

  

  ＜県立特別支援学校への導入の計画＞ 

○平成２８年９月に、県立特別支援学校２校にＣＳを導入（宇部・下関総合） 

○平成２９年４月に、県立特別支援学校６校にＣＳを導入  

            （岩国・田布施・周南・山口南・下関南・萩総合） 

○平成３０年度までに、全ての県立特別支援学校（１２校）へのＣＳ導入を完了 

 

２ 指定の期間 

  平成２９年４月１日から３年間 

 

３ 平成２９年度実施計画（案）の主な内容 

 障害のある幼児児童生徒の自立と社会参加を推進するため、学校・家庭・地域
・関係機関等が連携・協働した活動の展開により、障害のある幼児児童生徒が安
心して地域で生活し、自信をもって社会参加することができるよう社会総がかり
による教育の充実、共生社会の形成を目指す。 

 

【６校共通】 

 ・学校運営協議会（年３回実施） 

  保護者や地域住民に加え、医療・福祉・労働等の関係者を委員に任命し、学校運営の基本的 

 な承認、学校運営の改善に向けた協議・提言、運営状況についての評価などを実施 

 

【岩国総合支援学校】 

 ・企業等の支援による授業や実習 

 ・駅前商店街等における作業学習製品等の展示・販売、音楽コンサート 

 ・地域と連携したリングプル収集活動による地元施設への福祉用品の寄贈 

 

【田布施総合支援学校】 

 ・地域の図書館や地域交流館等における清掃活動（ボランティア活動による地域貢献） 

 ・文化祭における、高等学校と連携・協働による展示・販売活動（交流及び共同学習） 

 ・高等部生徒による地域の施設等での喫茶サービス 

 

【周南総合支援学校】 

 ・隣接する施設や自治会、ＰＴＡが連携した合同防災訓練 

 ・地域と共催の研修会等を通じた、障害に関する理解促進（特別支援教育の理解促進） 

 ・夏祭りにおける地域住民との交流活動 

 

【山口南総合支援学校】 

 ・セミナーパーク等における、喫茶サービスを通じた地域住民等との交流活動 

 ・地域住民や自治会と協力した、四辻駅・通学路等の清掃活動（ボランティア活動による地域貢献） 

 ・近隣老人介護施設等との合同避難訓練 

県立岩国総合支援学校  県立田布施総合支援学校  県立周南総合支援学校 

県立山口南総合支援学校 県立下関南総合支援学校  県立萩総合支援学校 
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【下関南総合支援学校】 

 ・企業・福祉フェスタ等における作業学習の展示・販売、マッサージ施術 

 ・地元大学との相互学習協力（大学での清掃、障害に関する理解促進研修会講師の派遣） 

 ・文化祭における地域との交流を行うための紹介ブースの設置 

 

【萩総合支援学校】 

 ・老人クラブと協力した海岸清掃活動（ボランティア活動による地域貢献） 

 ・地域の小・中・高・大学等における作業学習製品等の展示・販売 

 ・地域の大学教員からの指導後、津波や地震等を想定した防災避難訓練 

 

 

※先行導入校（宇部総合支援学校、下関総合支援学校）の取組の充実・発展 

 

 

【参考】全国の特別支援学校におけるコミュニティ・スクール設置状況 

 

 ○ 全国においては、市立特別支援学校１１校へコミュニティ・スクール（以下「ＣＳ」）を設置。 

  

○ 県立の特別支援学校には、ＣＳ未設置。（H28.4.1現在） 

   ※ 山口県立特別支援学校２校（宇部・下関総合）に、ＣＳ設置。（H28.9.1） 

 

 

＜全国の特別支援学校におけるＣＳ設置状況＞  （H28.4.1現在） 

 都道府県 学 校 名 指定日 備 考 

1 新潟県 見附（みつけ）市立見附総合支援学校 H26. 4. 1  

2 新潟県 糸魚川(いといがわ)市立ひすいの里総合学校 H28. 4. 1  

3 神奈川県 横浜市立若葉台特別支援学校 H26. 4. 1  

4 岐阜県 岐阜市立岐阜総合支援学校 H25. 4. 1  

5 京都府 京都市立西総合支援学校 H17. 5.20  

6 京都府 京都市立北総合支援学校 H18.11. 6  

7 京都府 京都市立東総合支援学校 H18.12.11  

8 京都府 京都市立呉竹総合支援学校 H18.12.20  

9 京都府 京都市立白河総合支援学校 H20.10. 8  

10 京都府 京都市立鳴滝総合支援学校 H23.11.14  

11 京都府 京都市立桃陽（とうよう）総合支援学校 H24. 1.19  
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